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令和元年度⽶穀流通、⾷品表⽰の監視実績について 
令和２年10⽉ 
消費・安全局 

農林⽔産省は、⾷品表⽰法、⽶穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情
報の伝達に関する法律（以下「⽶トレーサビリティ法」という。）、⽜の個体
識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法（以下「⽜トレーサビ
リティ法」という。）、主要⾷糧の需給及び価格の安定に関する法律（以下「⾷
糧法」という。）、農産物検査法及び⽇本農林規格等に関する法律（以下「JAS
法」という。指定農林物資の表⽰に関することに限る。）の令和元年度の監
視結果について別添のとおり取りまとめました。

これらの法律の違反の事実に対しては、各⾏政機関（消費者庁、警察庁、
国税庁、農林⽔産省）で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 

【令和元年度監視実績のポイント】 

 １ ⾷品表⽰法 
（１）⾷品表⽰法に基づき、⼩売業者に対して⾏った⼀般巡回調査における⽣

鮮⾷品の不適正率は、30年度の0.4％から0.2％に減少している。その中で
は、⾷料品スーパーの不適正率が30年度の0.5％から0.3％に減少している。 

（２）違反について品⽬別にみると、⽣鮮⾷品では農産物、畜産物及び⽔産物
の違反はそれぞれ31％となっている。また、加⼯⾷品では農産加⼯品、⽔
産物加⼯品及びその他加⼯品の違反はそれぞれ３割となっている。

（３）違反内容は、⽣鮮⾷品では原産地の誤表⽰・⽋落の違反が80％、加⼯⾷
品では原材料名の誤表⽰・⽋落の違反が58％を占めている。なお、輸⼊加
⼯⾷品を⼩分けした場合の原産国の誤表⽰・⽋落が継続的に確認されてい
る。

 ２ ⽶トレーサビリティ法 
（１）⽶トレーサビリティ法に基づき、⽶穀事業者（⽣産者、⽶穀販売事業者、

⾷料品製造事業者及び外⾷事業者）に対して⾏った⼀般巡回調査における
違反率は、⽣産者が21％、次いで⾷料品製造事業者が13％となっている。
前年度との⽐較では、⽣産者の違反率は18％から21％に増加、⾷料品製造
事業者の違反率は13％で横ばい、外⾷事業者の違反率は７％から１％に減
少している。 
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（２）業態別の違反内容は以下のとおり 
① ⽣産者の違反内容は、取引等を⾏った際に、名称、数量、年⽉⽇及び取

引相⼿の名称等の記録を作成しなかった⼜は記録の⼀部について記載漏
れしていた等、取引等の記録の作成に係る違反が50％と最も多くなって
いる。 

② ⽶穀の卸売業者等の⽶穀販売事業者の違反内容は、取引等の記録の作
成に係る違反が52％と最も多くなっている。 

③ ⾷料品製造事業者の違反内容は 、取引等の記録の作成に係る違反が
38％と最も多くなっている。 

④ 外⾷事業者の違反内容は、店舗において⽶飯類を販売⼜は提供する際
に、原料⽶について消費者へ誤った産地を伝達した⼜は産地を伝達しな
かった等の⼀般消費者に対する産地情報の伝達に係る違反が71％と最も
多くなっている。 

 

 ３ ⽜トレーサビリティ法  
（１）⽜への⽿標装着と異動届出等 

① ⽜トレーサビリティ法に基づき⾏った巡回調査等における違反率は、
⽜の管理者0.2％、と畜者0.9％であった。 

② 違反内容は、⽿標に関する不備が48％、届出に関する不備が52％であ
った。 

（２）特定⽜⾁の表⽰等 
① ⽜トレーサビリティ法に基づき⾏った⼀般巡回調査における違反率は、

⼩売業者が0.1％、中間流通業者が0.4％、特定料理提供業者が0.6％とな
っている。 

  国内でと畜される全ての⽜の枝⾁から採取・保管された照合⽤サンプ
ルと、⼩売店等から購⼊した⽜⾁とを照合し、その同⼀性をDNA分析に
より鑑定し、⼀致しなかった⽐率は1.8％となっている。業種別にみると、
⼩売業者の不⼀致率が前年度の1.9％から1.3％に減少している。 

② 違反内容は、個体識別番号の不表⽰・誤表⽰の違反が79％を占めてい
る。 

 

 ４ ⾷糧法  
（１）⾷糧法に基づき、飼料⽤⽶等の⽤途限定⽶穀の⽣産者に対して⾏った⼀

般巡回調査における違反率は２％（30年度２％）となっている。 

（２）主な違反内容は以下のとおり。 
① ⽣産者の違反内容は、⽤途限定⽶穀として区分管理で⽣産し、その⽤

途として全量出荷しなければならない⽶穀の⼀部について⽤途を限定せ
ずに出荷・販売した等、⽤途外使⽤の禁⽌に係る違反が78％（30年度32％）
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となっており、次いで、⽤途限定⽶穀を販売する際、その⽤途が明らか
となるよう表⽰を⾏っていなかった等、販売時に係る違反が22％（30年
度５％）となっている。 

② 飼料⽤⽶の違反の内容は、⽤途外使⽤の禁⽌違反が100％（30年度30％）
となっており、加⼯⽤⽶の違反の内容は、⽤途外使⽤の禁⽌違反が64％
（30年度０％）となっている。 
 その他⽔⽥活⽤⽶穀（備蓄⽶、輸出⽤⽶等）の違反の内容は、販売時に
講ずべき措置違反が80％（30年度０％）となっている。 

 

 ５ 農産物検査法  
（１）令和元年度において、農産物検査法に基づき登録検査機関に対して⾏っ

た⼀般巡回調査における違反率は16％（30年度15％）となっている。 

（２）主な違反内容は以下のとおり。 
① 登録検査機関の違反内容は、検査証明に関するものが26％（30年度

６％）、農産物検査の実施⽅法、検査⼿数料に関する事項等を定めた業務
規程に従って農産物検査を⾏っていないものが48％（30年度52％）とな
っている。 

② 業務規程に係る違反内容は、包装、量⽬等の誤記載、検査請求者の⽒
名、住所の不記載等、農産物検査の請求者への検査結果通知書の記載内
容が不適切なものが29％（30年度36％）となっている。 

 

 ６ JAS法（有機表⽰違反） 
（１）JAS法に基づき、⼩売業者に対して⾏った⼀般巡回調査における有機表

⽰された農産物の違反率は、0.06％となっている。 

（２）違反内容は、有機JASマークを付さずに「有機」等の表⽰を⾏っていたも
のが86％を占めている。 
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表
１
－
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表
１
－
４
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表
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米
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で

1
0
0
%
に

な
ら

な
い

こ
と

が
あ

る
。

耳 標 に 関 す る 不 備

届 出 に 関 す る 不 備

業
態

別
違

反
率

注
２

　
業

態
別

違
反

率
は

、
巡

回
調

査
等

を
端

緒
と

し
て

違
反

が
確

認
さ

れ
た

割
合

。

4
3
%

5
7
%

牛
の

管
理

者

4
8
%

5
2
%

業
態

別
違

反
の

内
容

注
１

　
生

産
段

階
：

牛
の

出
生

か
ら

と
畜

さ
れ

る
ま

で
の

牛
の

生
体

で
の

段
階

。
牛

の
管

理
者

に
耳

標
の

装
着

、
牛

の
　

　
　

　
　

　
　

　
管

理
者

及
び

と
畜

者
に

異
動

届
出

の
報

告
等

が
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

。

年
度

8



表
３
－
２
　
牛
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
に
基
づ
く
業
態
別
違
反
の
状
況

小 売 業 者

中 間 流 通 業 者

特 定 料 理 提 供 業 者
計

個 体 識 別 番 号 等 の 不 表 示

個 体 識 別 番 号 等 の 誤 表 示

帳 簿 の 不 備

小 計

個 体 識 別 番 号 等 の 不 表 示

個 体 識 別 番 号 等 の 誤 表 示

帳 簿 の 不 備

小 計

個 体 識 別 番 号 等 の 不 表 示

個 体 識 別 番 号 等 の 誤 表 示

帳 簿 の 不 備

小 計

個 体 識 別 番 号 等 の 不 表 示

個 体 識 別 番 号 等 の 誤 表 示

帳 簿 の 不 備

小 計

個 体 識 別 番 号 等 の 不 表 示

個 体 識 別 番 号 等 の 誤 表 示

帳 簿 の 不 備

0
.
1
%

0
.
4
%

0
.
0
%

1
0
0
%

1
4
%

6
6
%

1
9
%

-
-

-
-

1
0
0
%

1
1
%

7
5
%

1
5
%

1
0
0
%

1
5
%

5
1
%

3
4
%

1
0
0
%

2
9
%

5
4
%

1
7
%

0
.
1
%

0
.
4
%

0
.
6
%

1
0
0
%

1
9
%

5
9
%

2
1
%

1
0
0
%

0
%

1
0
0
%

0
%

1
0
0
%

1
2
%

7
7
%

1
1
%

1
0
0
%

2
5
%

3
3
%

4
2
%

1
0
0
%

3
6
%

4
5
%

1
8
%

注
１

　
業

態
別

違
反

率
は

、
一

般
巡

回
調

査
を

端
緒

と
し

て
違

反
が

確
認

さ
れ

た
割

合
。

注
２

　
割

合
は

ラ
ウ

ン
ド

の
関

係
で

1
0
0
%
に

な
ら

な
い

こ
と

が
あ

る
。

小
売

業
者

中
間

流
通

業
者

特
定

料
理

提
供

業
者

年
度

と
畜

者

業
態

別
違

反
の

内
容

元
年

度

3
0
年

度

業
態

別
違

反
率

9



年
度

合
計

と
畜

者
小

売
業

者
中

間
流

通
業

者
特

定
料

理
提

供
業

者

2
.
3
%

-
1
.
9
%

7
.
9
%

7
.
6
%

1
.
8
%

-
1
.
3
%

1
1
.
3
%

7
.
9
%

注
：

表
３
－
３
　
牛
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
に
お
け
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
不
一
致
率

令
和

元
年

度

不
一

致
率

の
数

値
は

、
国

内
で

と
畜

さ
れ

る
全

て
の

牛
の

枝
肉

か
ら

採
取

・
保

管
さ

れ
た

照
合

用
サ

ン
プ

ル
と

、
小

売
店

等
か

ら
購

入
し

た
牛

肉
と

を
照

合
し

、
そ

の
同

一
性

を
D
N
A
分

析
に

よ
り

鑑
定

し
、

不
一

致
と

な
っ

た
割

合
を

示
す

。

平
成

3
0
年

度

10



表
４

－
１

　
食

糧
法

業
態

別
違

反
の

状
況

計

用 途 限 定 米 穀 の 用 途 外 使 用 等 の

禁 止 （ 省 令 第 ２ 条 ）

用 途 限 定 米 穀 の 保 管 時 に 講 ず べ

き 措 置 （ 省 令 第 ３ 条 ）

用 途 限 定 米 穀 の 販 売 時 に 講 ず べ

き 措 置 （ 省 令 第 ４ 条 ）

計

用 途 限 定 米 穀 の 用 途 外 使 用 等 の

禁 止 （ 省 令 第 ２ 条 ）

用 途 限 定 米 穀 の 保 管 時 に 講 ず べ

き 措 置 （ 省 令 第 ３ 条 ）

用 途 限 定 米 穀 の 販 売 時 に 講 ず べ

き 措 置 （ 省 令 第 ４ 条 ）

計

用 途 限 定 米 穀 の 用 途 外 使 用 等 の

禁 止 （ 省 令 第 ２ 条 ）

用 途 限 定 米 穀 の 保 管 時 に 講 ず べ

き 措 置 （ 省 令 第 ３ 条 ）

用 途 限 定 米 穀 の 販 売 時 に 講 ず べ

き 措 置 （ 省 令 第 ４ 条 ）

計

用 途 限 定 米 穀 の 用 途 外 使 用 等 の

禁 止 （ 省 令 第 ２ 条 ）

用 途 限 定 米 穀 の 保 管 時 に 講 ず べ

き 措 置 （ 省 令 第 ３ 条 ）

用 途 限 定 米 穀 の 販 売 時 に 講 ず べ

き 措 置 （ 省 令 第 ４ 条 ）

計

用 途 限 定 米 穀 の 用 途 外 使 用 等 の

禁 止 （ 省 令 第 ２ 条 ）

用 途 限 定 米 穀 の 保 管 時 に 講 ず べ

き 措 置 （ 省 令 第 ３ 条 ）

用 途 限 定 米 穀 の 販 売 時 に 講 ず べ

き 措 置 （ 省 令 第 ４ 条 ）

1
0
0
%

2
7
%

5
4
%

1
9
%

1
0
0
%

3
2
%

6
4
%

5
%

1
0
0
%

0
%

0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

0
%

0
%

1
0
0
%

-
-

-
-

1
0
0
%

6
8
%

4
%

2
8
%

1
0
0
%

7
8
%

0
%

2
2
%

1
0
0
%

6
7
%

0
%

3
3
%

1
0
0
%

4
3
%

1
4
%

4
3
%

-
-

-
-

注
１

　
生

産
者

の
違

反
率

は
、

生
産

者
に

対
す

る
一

般
巡

回
調

査
を

端
緒

と
し

て
違

反
が

確
認

さ
れ

た
割

合

注
２

　
省

令
と

は
、

食
糧

法
第

７
条

の
２

に
基

づ
き

定
め

ら
れ

た
 米

穀
の

出
荷

販
売

事
業

者
が

遵
守

す
べ

き
事

項
を

定
め

る
省

令
（

平
成

2
1
年

農
林

水
産

省
令

第
6
3
号

）
の

こ
と

注
３

　
割

合
は

ラ
ウ

ン
ド

の
関

係
で

1
0
0
％

に
な

ら
な

い
こ

と
が

あ
る

。

表
４

－
２

　
対

象
米

穀
別

違
反

の
内

容

畜
産

事
業

者

3
0
年

度
2
%

元
年

度
2
%

年
度

生 産 者 の 違 反 率

違
反

の
内

容
生

産
者

食
料

品
製

造
事

業
者

中
間

流
通

業
者

1
0
0
%

保
管

時
の

措
置

販
売

時
の

用
途

表
示

そ
の

他
（

販
売

先
と

の
契

約
書

等
）

3
0
年

度

飼
料

用
米

1
0
0
%

3
0
%

6
1
%

9
%

0
%

年
度

対
象

米
穀

違
反

区
分

計
用

途
外

使
用

の
禁

止

加
工

用
米

1
0
0
%

0
%

0
%

0
%

1
2
%

そ
の

他
1
0
0
%

0
%

0
%

0
%

1
0
0
%

計
1
0
0
%

2
7
%

5
4
%

8
%

1
4
%

飼
料

用
米

1
0
0
%

1
0
0
%

0
%

0
%

加
工

用
米

1
0
0
%

6
4
%

7
%

1
4
%

注
１

　
そ

の
他

は
、

米
粉

用
米

、
備

蓄
米

、
輸

出
用

米
、

Ｍ
Ａ

米

注
２

　
割

合
は

ラ
ウ

ン
ド

の
関

係
で

1
0
0
％

に
な

ら
な

い
こ

と
が

あ
る

。

8
0
%

0
%

計
1
0
0
%

6
8
%

4
%

2
1
%

7
%

元
年

度
そ

の
他

1
0
0
%

2
0
%

0
%

0
%

11



表
５

－
１

　
農

産
物

検
査

法
業

態
別

違
反

の
状

況

計

農 産 物 検 査 の 不 正 請 求

（ 法 第 ３ 条 ）

検 査 証 明 （ 法 第 1 3 条 ）

検 査 証 明 の 未 抹 消 使 用

（ 法 第 1 3 条 ）

検 査 機 関 の 区 域 外 検 査

（ 法 第 1 4 条 ）

売 買 業 者 の 銘 柄 検 査

（ 法 第 ５ 条 ）

検 査 義 務 （ 法 第 2 0 条 ）

農 産 物 検 査 結 果 の 報 告

（ 法 第 2 0 条 ）

帳 簿 の 記 載

（ 法 第 2 5 条 ）

業 務 規 程 違 反

（ 法 第 2 4 条 ）

そ の 他

計

農 産 物 検 査 の 不 正 請 求

（ 法 第 ３ 条 ）

検 査 証 明 （ 法 第 1 3 条 ）

検 査 証 明 の 未 抹 消 使 用

（ 法 第 1 3 条 ）

検 査 機 関 の 区 域 外 検 査

（ 法 第 1 4 条 ）

売 買 業 者 の 銘 柄 検 査

（ 法 第 ５ 条 ）

検 査 義 務 （ 法 第 2 0 条 ）

農 産 物 検 査 結 果 の 報 告

（ 法 第 2 0 条 ）

帳 簿 の 記 載

（ 法 第 2 5 条 ）

業 務 規 程 違 反

（ 法 第 2 4 条 ）

そ の 他

計

農 産 物 検 査 の 不 正 請 求

（ 法 第 ３ 条 ）

検 査 証 明 （ 法 第 1 3 条 ）

検 査 証 明 の 未 抹 消 使 用

（ 法 第 1 3 条 ）

検 査 機 関 の 区 域 外 検 査

（ 法 第 1 4 条 ）

売 買 業 者 の 銘 柄 検 査

（ 法 第 ５ 条 ）

検 査 義 務 （ 法 第 2 0 条 ）

農 産 物 検 査 結 果 の 報 告

（ 法 第 2 0 条 ）

帳 簿 の 記 載

（ 法 第 2 5 条 ）

業 務 規 程 違 反

（ 法 第 2 4 条 ）

そ の 他

計

農 産 物 検 査 の 不 正 請 求

（ 法 第 ３ 条 ）

検 査 証 明 （ 法 第 1 3 条 ）

検 査 証 明 の 未 抹 消 使 用

（ 法 第 1 3 条 ）

検 査 機 関 の 区 域 外 検 査

（ 法 第 1 4 条 ）

売 買 業 者 の 銘 柄 検 査

（ 法 第 ５ 条 ）

検 査 義 務 （ 法 第 2 0 条 ）

農 産 物 検 査 結 果 の 報 告

（ 法 第 2 0 条 ）

帳 簿 の 記 載

（ 法 第 2 5 条 ）

業 務 規 程 違 反

（ 法 第 2 4 条 ）

そ の 他

3
0
年

度
1
0
0
%

5
%

5
%

9
%

2
%

0
%

4
%

1
3
%

1
6
%

4
5
%

-
1
0
0
%

2
%

6
%

0
%

2
%

0
%

4
%

1
5
%

1
9
%

5
2
%

0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

1
0
0
%

1
7
%

0
%

8
3
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

元
年

度
1
0
0
%

1
3
%

3
2
%

3
%

0
%

0
%

5
%

2
%

1
0
%

3
5
%

-
1
0
0
%

0
%

2
6
%

2
%

0
%

0
%

7
%

2
%

1
4
%

4
8
%

0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

1
0
0
%

9
%

7
3
%

9
%

0
%

0
%

0
%

0
%

0
%

9
%

0
%

注
１

　
登

録
検

査
機

関
の

違
反

率
は

、
登

録
検

査
機

関
に

対
す

る
一

般
巡

回
調

査
の

結
果

、
疑

義
（

違
反

）
の

割
合

注
２

　
割

合
は

ラ
ウ

ン
ド

の
関

係
で

1
0
0
％

に
な

ら
な

い
こ

と
が

あ
る

。

3
0
年

度

元
年

度

注
１

　
割

合
は

ラ
ウ

ン
ド

の
関

係
で

1
0
0
％

に
な

ら
な

い
こ

と
が

あ
る

。
注

２
　

検
査

結
果

通
知

書
の

記
載

内
容

が
不

適
切

の
詳

細
に

つ
い

て
は

、
重

複
し

て
い

る
場

合
が

あ
り

、
合

計
と

は
一

致
し

な
い

中
間

流
通

業
者

年
度

登 録 検 査 機 関 の 違 反 率

違
反

の
内

容

登
録

検
査

機
関

生
産

者

1
5
%

1
6
%

表
５

－
２

　
農

産
物

検
査

法
業

務
規

程
違

反
の

内
容

年
度

業
務

規
程

違
反

件
数

合
計

検 査 請 求 の 内 容 を 十 分 に

確 認 せ ず に 検 査 を 実 施

検
査

結
果

通
知

書
の

記
載

内
容

が
不

適
切

（
合

計
）

検 査 手 数 料 の 不 適 正

検 査 員 認 印 を 業 務 規 程 に 定 め の な い

書 類 に 押 印

内 部 監 査 の 未 実 施

包 装 、 量 目 等 の 誤 記 載

銘 柄 名 の 誤 記 載

検 査 場 所 名 の 未 記 入 、 誤 記 載

農 産 物 の 種 類 名 の 未 記 入 、 誤 記 載

検 査 請 求 者 氏 名 、 住 所 の 誤 記 載

検 査 年 月 日 の 誤 記 載

検 査 数 量 の 誤 記 載

産 年 の 誤 記 載

検 査 結 果 通 知 書 の 非 通 知

農 産 物 検 査 員 の 研 修 会 の 未 開 催

検 査 請 求 書 受 付 簿 の 未 作 成 、 誤 記 載

等 級 証 印 等 管 理 簿 の 未 作 成

環 境 点 検 実 施 状 況 確 認 簿 の 未 作 成

倉 庫 管 理 簿 の 未 作 成

0
%

等 級 の 誤 記 載

格 付 理 由 の 誤 記 載

業 務 規 程 に 定 め の な い 様 式 を 使 用

1
0
0
%

2
8
%

3
6
%

1
1
%

1
1
%

1
1
%

0
%

0
%

1
1
%

1
1
%

1
1
%

1
1
%

0
%

0
%

8
%

8
%

1
0
0
%

1
4
%

2
9
%

1
3
%

1
3
%

0
%

2
2
%

4
%

8
%

4
%

4
%

0
%

0
%

0
%

3
8
%

1
3
%

1
3
%

0
%

0
%

1
3
%

0
%

1
9
%

1
0
%

0
%

1
0
%

1
0
%

5
%

0
%

5
%
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表
６
　
JA
S法

に
基
づ
く
有
機
表
示
違
反
の
業
態
別
違
反
の
状
況

計

不 適 切 な 「 有 機 」 等 の 表 示

輸 入 品 に 不 適 切 な 「 オ ー ガ ニ ッ ク 」 等 の 表 示

不 適 切 な 「 有 機 Ｊ Ａ Ｓ マ ー ク 」 を 表 示

「 Ｊ Ａ Ｓ マ ー ク 」 と 紛 ら わ し い マ ー ク を 表 示

小 計

不 適 切 な 「 有 機 」 等 の 表 示

輸 入 品 に 不 適 切 な 「 オ ー ガ ニ ッ ク 」 等 の 表 示

不 適 切 な 「 有 機 Ｊ Ａ Ｓ マ ー ク 」 を 表 示

「 Ｊ Ａ Ｓ マ ー ク 」 と 紛 ら わ し い マ ー ク を 表 示

小 計

不 適 切 な 「 有 機 」 等 の 表 示

輸 入 品 に 不 適 切 な 「 オ ー ガ ニ ッ ク 」 等 の 表 示

不 適 切 な 「 有 機 Ｊ Ａ Ｓ マ ー ク 」 を 表 示

「 Ｊ Ａ Ｓ マ ー ク 」 と 紛 ら わ し い マ ー ク を 表 示

小 計

不 適 切 な 「 有 機 」 等 の 表 示

輸 入 品 に 不 適 切 な 「 オ ー ガ ニ ッ ク 」 等 の 表 示

不 適 切 な 「 有 機 Ｊ Ａ Ｓ マ ー ク 」 を 表 示

「 Ｊ Ａ Ｓ マ ー ク 」 と 紛 ら わ し い マ ー ク を 表 示

小 計

不 適 切 な 「 有 機 」 等 の 表 示

輸 入 品 に 不 適 切 な 「 オ ー ガ ニ ッ ク 」 等 の 表 示

不 適 切 な 「 有 機 Ｊ Ａ Ｓ マ ー ク 」 を 表 示

「 Ｊ Ａ Ｓ マ ー ク 」 と 紛 ら わ し い マ ー ク を 表 示

小 計

不 適 切 な 「 有 機 」 等 の 表 示

輸 入 品 に 不 適 切 な 「 オ ー ガ ニ ッ ク 」 等 の 表 示

不 適 切 な 「 有 機 Ｊ Ａ Ｓ マ ー ク 」 を 表 示

「 Ｊ Ａ Ｓ マ ー ク 」 と 紛 ら わ し い マ ー ク を 表 示
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%
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%
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3
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0
%

-
-

-
-

-

0
.
0
6
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8
6
%

8
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0
%

6
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0%
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0%

0
%

0
%

0
%
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%
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0
%

1
0
%
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6
3
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3
8
%

0
%

0
%

10
0%

10
0%

0
%

0
%

0
%

-
-

-
-

-

注
１
　
小
売
業
者
の
違
反
率
は
、
有
機
表
示
が
さ
れ
た
農
産
物
を
対

象
と
し
た
一

般
巡

回
調

査
を
端

緒
と
し
て
違

反
が
確

認
さ
れ
た
割

合
。

注
２
　
不
適
切
な
「
有
機
」
等
の
表
示
と
は
、
有
機
J
A
S
マ
ー
ク
を
付
さ
ず
に
「
有
機
」
等
を
表
示
し
た
こ
と
に
よ
る
違
反
で
あ
る
。

注
３
　
輸
入
品
に
不
適
切
な
「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
」
等
の
表
示
と
は
、
有
機
J
A
S
マ
ー
ク
が
な
い
輸
入
品
に
「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
」
等
の
表
示
を
し
た
ま
ま
販
売
し
た
こ
と
に
よ
る
違

反
で
あ
る
。

注
４
　
割
合
は
ラ
ウ
ン
ド
の
関
係
で
1
0
0
％
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

小
売

業
者

卸
売

業
者

・
輸

入
業

者
製

造
業

者
認

定
事

業
者

元
年

度

3
0
年

度

出
荷

業
者

小 売 業 者 の 違 反 率

年
度

業
態

別
違

反
の

内
容
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平成30年度

令和元年度

　＜指導の品目区分別の状況＞

平成30年度上半期

平成30年度下半期

令和元年度上半期

令和元年度下半期

注：一つの指導の中で複数の品目区分の食品が対象となったケースがあり、品目区分数の合計は指導件数と一致しない。

　＜指導の主な違反区分別の状況＞

平成30年度上半期

平成30年度下半期

令和元年度上半期

令和元年度下半期

（※）　資料

　　令和元年度下半期における指導の状況：資料１
　　令和元年度下半期における指導の分類：資料２

その他有機
関係の違反

農 林 水 産 省
令 和 ２ 年 ６ 月

2

1

2

1

輸入品に不適切
な「オーガニック」

等の表示

主な違反区分

2

0

1

4

0 0 2

注：一つの指導の中で複数の品目区分の食品が対象となったケースでは、品目区分ごとに主な違反区分を整理しており、
　　その合計は指導件数と一致しない。

有機ＪＡＳ規格に係る指導の件数等

　 有機ＪＡＳ規格に係る国（農林水産省）による令和元年度下半期（令和元年10月～令和２
年３月）の指導の件数等は、以下のとおりです。

21

21

18

不適切な「有機」
等の表示

11

0

0

命令

（参考）上半期

24

23

（10月～３月）

下半期

36

46

合計

12

23

12

23

指導
件数

24

12

23

23

計
農産

加工品
畜産

加工品
水産

加工品

24

指導
件数

3

10 4 6 15 13 0 0 2

7 5 2 5 2 0 0

23

品目区分数

生鮮食品 加工食品

計

（４月～９月）
指導

8 7 1 16 14

その他の
加工品

11 9 2 12 11 0 0 1

農産物 米

14



勧告 命令

0 0

0 0

＜指導の違反区分別の状況＞

米穀等取
引記録作
成に係る
違反

事業者間
の米穀等
の産地情
報伝達に
係る違反

米穀等の
搬出・搬
入の記録
の作成に
係る違反

米穀等取
引記録の
保存に係
る違反

消費者に
対する米
穀等の産
地情報伝
達に係る
違反

(法3条違反) (法4条違反) (法5条違反) (法6条違反) (法8条違反)

記録の未作
成・誤記録

業者間の産
地情報の未
伝達

入出荷（物
流）の記録の
不備

記録の未保
存

外食店等で
の産地情報
の未伝達

91 5 1 1 0 88 95

38 6 1 1 1 33 42

13 6 0 1 0 10 17

23 8 1 1 0 19 29

＜指導の対象となった事業者の業種＞

指導
件数

飲食店
食料品
製造業

飲食料品
卸売業

飲食料品
小売業

娯楽業 宿泊業 その他

91 78 2 2 2 4 3 0

38 33 1 2 1 1 0 0

13 8 1 2 0 0 2 0

23 19 3 1 0 0 0 0

（資料）令和元年度下半期における指導の状況

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
違反に係る国による指導の件数等

指導

違反区分

違反区分

（例）

農 林 水 産 省
令 和 ２ 年 ６ 月

　米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成21年法律第26
号。以下「法」という。）に係る国（農林水産省）による令和元年度下半期（令和元年10月～令和２
年３月）の指導の件数等は、以下のとおりです。

令和元年度

平成30年度

（参考）

36

129

23

38

（10月～３月）

令和元年度下半期

令和元年度上半期

平成30年度下半期

平成30年度上半期

計
指導
件数

注：一つの指導の中で複数区分で違反となったケースがあり、違反区分数の合計は指導件数と一致しない。

令和元年度下半期

令和元年度上半期

平成30年度下半期

平成30年度上半期

合計
下半期

13

91

（４月～９月）

上半期

15




